
△検討、●実施、→継続

実施主体
2019年度
（計画）

2020年度
（計画）

道路、緑地、公共施設
等の適正な管理

道路を常に良好な状態に保つことにより、安全で円滑な交通状況を
確保します。緑地や公園等の公共施設を適切に管理し、良好な操業
環境の保全を図ります。

市
関係機関
民間

● →
個別の事案への対応と併せて、市全
体として戦略的な取り組みが必要。

立地企業のニーズを聞き取り、施策
の検討を進める。併せて、部局横断
で企業のニーズにきめ細やかに対応
する仕組みづくりを行う。

→

産業インフラの整備

道路整備基本計画に基づき主要な工業団地とインターチェンジ等と
を結ぶ円滑なアクセス環境を形成するとともに、新名神高速道路等
の広域的な交通網を活かし、産業振興を担う道路整備を推進しま
す。

市
関係機関

△ ●
利便性向上や安全対策等に加えて、
産業振興を目的とした道路整備を戦
略的に進める仕組みが必要。

名神名阪連絡道路の整備推進等、新
名神高速道路等の広域交通網を活か
した幹線道路網の強化を図る。

●

公共交通の利便性向上
地域公共交通網形成計画に基づき、公共交通機関の最適化により公
共交通の利便性向上を図ります。

市
関係機関

△ ●

地域の公共交通の維持や利便性の向
上に加えて、産業振興を目的とした
公共交通施策を進める仕組みが必
要。

立地企業のニーズを聞き取り、施策
の検討を進める。併せて、部局横断
で企業のニーズにきめ細やかに対応
する仕組みづくりを行う。

△

通勤課題の解消
工業団地等への通勤対策に対する支援制度の創設や、ICT等の活用に
よる新たな交通システムの構築について検討します。

市
民間

△ ●

市内企業の設備投資や新規立地が進
む中、市内企業より、人材確保等の
観点から広域から人材が確保できる
よう通勤課題の解消が求められてい
る。インターネットによる市営バス
におけるGPSを活用したロケーション
システムの構築について2020年度よ
り着手。

立地企業のニーズを聞き取り、施策
の検討を進める。併せて、部局横断
で企業のニーズにきめ細やかに対応
する仕組みづくりを行う。

●

新たな工業用地の整備
不足する工業用地を確保するため、インターチェンジ周辺など、新
たな工業団地の整備を進めます。

市
民間

● →

2021年度末の造成完了に向けて新名
神甲賀北工業団地の整備に着手中。
今後も工業用地の不足が予想される
ことから、引き続き工業用地確保に
向けた取組みが必要。

不足する工業用地を確保するため、
新名神甲賀北工業団地整備後の工業
用地について、立地企業のニーズを
踏まえて検討を進める。

→

緑地等の基準を緩和
不足する事業用地を確保し、設備投資の機会ロスを防ぐため甲賀市
工場立地法における緑地等の基準の特例を定める条例により、緑地
等の基準緩和を維持します。

市 ● →
緑地等の基準の特例による規制緩和
により設備投資を更に呼び込む。

緑地等の基準の特例による規制緩和
についてPRを進め、設備投資を更に
呼び込む。

→

事業用地台帳の整備
企業誘致の可能性のある用地のデータベース化による情報提供を行
い、企業誘致を促進します。

市 ● →

市内の市街化区域の空閑地等、企業
立地のニーズに応えられる用地の調
査を進め、民間活用を促す仕組みが
必要。2020年度には、新型コロナウ
イルス感染症の影響による製造業の
国内回帰の動きを受け、工業団地拡
張可能性調査に取り組む。

市内の市街化区域の空閑地等、企業
立地のニーズに応えられる用地の調
査を進め、民間活用を促す仕組みづ
くりを進める。

→

土地利用の調整
産業用地の確保を阻害する利用規制などにかかる調整を進め、産業
用地の創出に努めます。

市 △ ●
企業立地のニーズが高い地域におけ
る農振農用地、市街化調整区域と
いった規制の調整が必要。

立地企業のニーズを聞き取り、施策
の検討を進める。併せて、部局横断
で企業のニーズにきめ細やかに対応
する仕組みづくりを進める。

●

取組状況・課題等 今後の取組
2020年度
（現状）

甲賀市商工業振興計画　実施プラン進捗状況

計画

事業の概要主な事業施策基本目標

１．産業基盤の
整備・企業誘致
の強化

①．企業活動を活性
化させる環境（道
路・公共交通等）整
備

②．工業用地創出に
よる、企業誘致・立
地の推進

資料３
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実施主体
2019年度
（計画）

2020年度
（計画）

取組状況・課題等 今後の取組
2020年度
（現状）

計画

事業の概要主な事業施策基本目標

企業誘致・立地の推進

本市の立地環境やモノづくり産業の集積といった強みを活かし、付
加価値の高いモノづくり産業に重点を置いて、事業活動の中核とな
る本社機能や研究開発機能等を有する企業の新規立地の促進を図り
ます。

市
関係機関

● →
土地利用の調整や優遇制度の検討
等、戦略的な企業立地を進めるため
の仕組みが必要。

部局横断で企業のニーズに決め細や
かに対応する仕組みづくりを行い、
戦略的な企業誘致を進めるため、市
施策のパッケージ化を進める。

→

固定資産税の不均一課
税の実施

市内における企業等の新たな立地・設備投資を支援し、産業の振興
と雇用機会の拡大を図るため、固定資産税の特別措置（減税）を行
います。

市 ● →

立地企業の波及効果を踏まえた、メ
リハリのある優遇制度の検討が必
要。新型コロナウイルス感染症の影
響による製造業の国内回帰の動きを
受け、本社機能、研究開発機能を追
加優遇するよう、2020年に固定資産
税の特別措置条例を改正。

国、県の優遇制度との調整を図りな
がら、メリハリのある優遇制度の検
討を進める。

→

生産性向上特別措置法
に基づく中小企業の設
備投資の支援

中小企業の労働生産性の向上と設備投資の後押しをするため、国の
指針に従い、生産性向上特別措置法に基づく導入促進基本計画を定
め、中小企業が実施する設備投資を支援します。

市 ● →

新型コロナウイルス感染症の影響に
より、令和4年度末まで制度が期間延
長される。引き続き、中小企業の生
産性向上への支援を継続する。

国等の施策を踏まえ、切れ目無く支
援ができるよう情報収集を行う。

→

国・県等補助制度の活
用促進

設備投資や新たな商品開発等に取り組む事業者が国や県・関係機関
の実施する支援制度を有効活用できるよう情報提供に努めます。
補助金や融資制度等に関連する企業からの問い合わせに対し、市だ
けでなく県や国等の制度についてもワンストップで対応できるよう
な相談体制の整備を進めます。

市
関係機関

● →
事業者からの相談内容にきめ細やか
に対応するため、ワンストップでの
対応を継続する。

立地企業のニーズを聞き取り、施策
の検討を進める。併せて、部局横断
で企業のニーズにきめ細やかに対応
する仕組みづくりを行う。また、
国、県等の関係機関との情報交換等
を更に密にする。

→

新商品開発等の促進
地域特性を活かした特産品の開発、付加価値の向上、販売拡大等の
ため、開発資金確保や大学等と企業とのマッチング機会の創出など
による新たな商品の開発を促進します。

市
関係機関
民間
大学等

● →
商工会との連携による補助金の活用
のほか、金融機関や関係団体、支援
機関との連携が必要。

地域の魅力を発信する魅力的な新商
品を開発する仕組みづくりを進め
る。

→

異業種間連携の推進
関連産業だけでなく、多様な産業との連携による、地域資源を活用
した新事業の創出等の取組を推進します。

市
関係機関
民間

● →
工業会や商工会の異業種交流に加
え、テーマや目的を絞ったプロジェ
クトを掘り起す必要がある。

地域の魅力を発信する魅力的な新商
品を開発する仕組みづくりを進め
る。

→

６次産業化の推進
地元で生産された農産物の付加価値向上を目指した、農林業者によ
る６次産業化の取組を推進します。

市
関係機関
民間

● →
商工会やＪＡとの連携による補助金
の活用のほか、関係団体や支援機関
との連携が必要。

地域の魅力を発信する魅力的な新商
品を開発する仕組みづくりを進め
る。

→

①．農商工連携によ
る地域資源の活用

③．優遇措置等によ
る設備投資の促進
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実施主体
2019年度
（計画）

2020年度
（計画）

取組状況・課題等 今後の取組
2020年度
（現状）

計画

事業の概要主な事業施策基本目標

②．きめ細かな伴走
支援の仕組みづくり

関係機関による一体的
な支援拠点の整備

中小企業の多様な経営課題に対応するための総合的な相談窓口とな
り、関係機関の支援ネットワークのハブ機能を有し、継続して支援
を行う支援拠点の整備を進めます。

市
関係機関

△ ●

2020年10月より運用が開始された甲
賀ビジネスサポートセンターや国県
等の支援機関との密な連携を進め
る。

2020年10月より運用が開始された甲
賀ビジネスサポートセンターや国県
等の支援機関との密な連携を進め
る。

●

経営相談の強化
商業者が消費者のニーズを把握し、ＩＴ化、商品構成、営業時間等
の店舗運営に反映できるような取り組みに対する相談体制の強化を
図ります。

市
関係機関

△ ●

2020年10月より運用が開始された甲
賀ビジネスサポートセンターや国県
等の支援機関との密な連携を進め
る。

2020年10月より運用が開始された甲
賀ビジネスサポートセンターや国県
等の支援機関との密な連携を進め
る。

●

経営支援制度の充実

事業者のニーズを把握し、国や県、関係機関等の各種支援制度の活
用を図るとともに、最適な直接支援制度の創出について検討しま
す。
IoT等の新たな技術を活用し生産性向上に取組む事業者への支援を行
います。

 市関係機関 △ ●

2020年10月より運用が開始された甲
賀ビジネスサポートセンターや国県
等の支援機関との密な連携を進め
る。

2020年10月より運用が開始された甲
賀ビジネスサポートセンターや国県
等の支援機関との密な連携を進め
る。

●

経営資金の確保

現行の小口融資を引き続き実施し、適切な融資により企業の経営基
盤の安定化を目指します。
信用保証や各種融資・補助制度など、中小企業の経営支援のための
国や県及び各種団体の制度を有効に活用できるよう、情報を収集し
提供に努めます。

 市関係機関 ● →

市内金融機関との連携により、小口
融資等の施策に取組む。新型コロナ
ウイルスの影響に伴う国制度融資に
取り組む。

市内金融機関や甲賀ビジネスサポー
トセンター等の支援機関と連携した
取組みを進める。

→

くすりのまち甲賀の情
報発信等による薬業の
振興

くすりのまち甲賀を国内外に発信し、イメージ向上を図り地場企業
を側面支援するため、薬業に関する普及啓発や学習会及び研修会の
実施、薬業に関する歴史的、民俗的、産業的資料等の収集、保管及
び展示を行います。
超高齢社会における新たな配置薬販売のビジネスモデルについて検
討します。

市
関係機関
民間
大学等

● →

市内の観光拠点の整備に併せて、く
すり学習館での情報発信に取り組
む。
併せて、産官学金連携による薬業振
興に関するコンソーシアムの立ち上
げ準備を進める。

くすり学習館を核とした「くすりを
活かした甲賀らしいまちづくり」に
取り組むため、関係団体や地元企
業、教育機関と連携し、薬業振興に
関するコンソーシアム立ち上げと
リーディングプロジェクトの掘り起
こしを進める。

→

六古窯信楽焼のブラン
ド向上

信楽焼の技術や価値を展示・紹介し、これらの文化を未来に承継す
ることを目的とする新たな拠点施設の整備や信楽焼産業製品の展
示、日本遺産に認定された六古窯信楽焼のブランド化等により、信
楽焼の産業を国内外に発信し、産地としての価値を高め、イメージ
向上を図り地場企業を側面支援します。

市
関係機関
民間

● →

2019年度に信楽伝統産業会館の改修
完了。また、日本遺産の取組みによ
り他の産地との連携を深める。信楽
焼の地域ブランドの磨き上げについ
て国との連携による取り組みを検討
中。

日本遺産を契機とした他の産地との
連携を更に深めるほか、国との連携
により、海外発信を視野に入れた信
楽焼のブランド価値の向上を国と連
携して進める。

→

信楽焼の魅力発信によ
る誘客の促進

2021年の東京オリンピック・パラリンピックを契機として、信楽焼
の知名度と魅力をさらに高めるため、イベントを開催し、信楽焼の
魅力を世界に発信することで、日本人観光客・訪日外国人観光客
（インバウンド）の誘客を促進します。

市
関係機関
民間

● →
ドラマ等のメディアの効果を最大限
活用できるよう、市内全域で官民連
携で取組みを進める。

2020年に新型コロナウイルスの影響
により延期となった信楽まちなか芸
術祭、六古窯サミットの開催に向け
準備を進める。
また、地元・関係機関等と準備を進
める効果が一過性のものとならない
よう、地元を巻き込んだ魅力発信に
関する取り組みを継続する。

→

２．商業・サー
ビス業の活性化

③．意欲的な個店等
の直接支援

①．国内外への地場
産業の魅力発信
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実施主体
2019年度
（計画）

2020年度
（計画）

取組状況・課題等 今後の取組
2020年度
（現状）

計画

事業の概要主な事業施策基本目標

地場産品の市内消費拡
大

市民が日頃から、信楽焼などの地場産品に親しみ、来訪者に自信を
持って紹介できるように市内消費の拡大に努めます。

市
関係機関
民間

● →

地元で開催されるイベントへの支援
や情報発信により、市内消費を促
す。また、ドラマ等のメディアの効
果を市内全域で盛り上げる取り組み
により、市内の消費行動にも繋げ
る。

市民、産地が一体となれる取組みを
更に進める。

→

信楽窯業試験場との連
携による人材育成

研究開発・技術支援・人材育成・魅力発信・連携交流・情報発信の
機能を有する滋賀県立信楽窯業試験場との連携を強化し、技術承
継・人材育成を進めるととに、育てた人材と市内事業者へのマッチ
ングを進めます。

 市関係機関 ● →

日本遺産等について連携して取組む
ほか、将来的な信楽窯業試験場の在
り方や機能を踏まえた連携について
も検討する必要がある。

移転後の信楽窯業試験場の連携によ
り、現在の取組みを更に深めるため
の検討を進める。

→

陶業後継者修学資金へ
の支援

陶業後継者を育成するため、窯業に関する高度な理論と技術を修
め、将来、信楽焼等の関連事業所に就業しようとする者に対し、修
学資金への支援を行い、陶業後継者を育成します。

市 ● →
陶業後継者育成修学資金の活用や信
楽高等学校地域支援協議会への支援
等により陶業後継者の育成を図る。

育成された後継者が市内事業所に定
着し、産地の振興が図れるよう、取
組みを進める。

→

地場産業等の販路開拓

地場産業に携わる中小企業者が、海外や新たな異業種との連携等に
よる新規販路を開拓するための支援を行います。海外販路の開拓に
ついては日本貿易振興機構(ジェトロ)との連携による伴走支援を行
います。

市
関係機関

● →
信楽焼の海外販路開拓について、
ジェトロとの連携により伴走支援を
行う。

信楽焼に加え、お茶、薬等の市内地
場産業の海外販路開拓について検討
を進める。

→

新商品開発等の支援
地域特性を活かした特産品の開発、付加価値の向上、販売拡大等の
ため、開発資金確保や大学等と企業とのマッチング機会の創出など
の支援を行います。

市
関係機関
大学等

● →
新商品開発補助金による支援や情報
発信に取組む。

関係団体等との連携により、新商品
の開発や販路拡大について支援する
仕組みを構築する。

→

①．地域資源を活か
した地域プロジェク
トの創出

特区等特別支援制度の
創設

地域の稼ぐ力を生み出し、地域課題の解決や地域の活性化を図る
リーディングプロジェクトの発掘と特別な支援制度を創設します。

市 △ ●
外部有識者による方針検討を行い、
支援対象となるプロジェクトの掘り
起しや支援制度の検討を行う。

支援対象となるプロジェクトを掘り
起すため、仕組みづくりや庁内検討
を進める。

△

IoT等活用による新ビジ
ネスの創出

ＩｏＴ等を活用し、高付加価値な新商品開発や生産性向上等を図る
ための新たな手法の調査・検討を進めます。

市
関係機関
大学等

△ ●

農工連携による生産性向上等に関す
る調査事業に取り組む。アイデアの
掘り起しから次のステップとなる実
証に至るまでの具体的な動きを促す
仕組みが必要。

リーディングプロジェクトとなる実
証事業の掘り起しを関係団体等との
連携により進める。

△

産官学金連携の推進

大学などの研究機関との交流や連携に加え地域金融機関とも連携
し、新たな刺激やアイデア、技術開発などの知的情報の導入を促進
し、共同作業、共同研究、市場調査や社会実験による新分野・新事
業の創出を促進します。
産学交流について、企業アンケート等により大学などからの支援
ニーズを把握しマッチングを進めます。

市
関係機関
民間
大学等

△ ●

近隣大学との連携や地域金融機関と
の連携による産官学金プロジェクト
のプレイヤーとなる民間事業者等の
掘り起しが課題。

忍者、信楽焼、薬、お茶等の地位資
源を活かしたテーマのプロジェクト
について、引き続き検討を進める。

△

３．地場産業の
維持拡大

②．技術や伝統の継
承・後継者育成・担
い手確保

③．新たな市場開
拓・販路の維持拡大

②．産官学連携によ
る新分野・新事業展
開の支援
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実施主体
2019年度
（計画）

2020年度
（計画）

取組状況・課題等 今後の取組
2020年度
（現状）

計画

事業の概要主な事業施策基本目標

関係機関による一体的
な支援拠点の整備【再
掲】

中小企業の多様な経営課題に対応するための総合的な相談窓口とな
り、関係機関の支援ネットワークのハブ機能を有し、継続して支援
を行う支援拠点の整備を進めます。

市
関係機関

● →

2020年10月より運用が開始された甲
賀ビジネスサポートセンターや国県
等の支援機関との密な連携を進め
る。

ビジネスとしての成長性を有し、地
域の魅力向上に資する創業を促すよ
う取り組みを進める。

→

創業支援の強化

起業するにあたって必要な情報や手続きなどを市内外に積極的に発
信するほか、情報提供やアドバイスを行うための相談機能の充実や
創業資金の確保等により、市内で起業に取り組む人々を支援しま
す。

市
関係機関

● →

2020年10月より運用が開始された甲
賀ビジネスサポートセンターや国県
等の支援機関との密な連携を進め
る。

甲賀ビジネスサポートセンターと密
に連携にするほか、ＪＡや観光協会
等の関係団体とも連携した取組みを
進める。

→

地域コミュ二ティビジ
ネスの推進

地域の人々や、本市内での起業や店舗経営を目指す創業者による、
地域コミュニティに立脚したビジネスを推進します。

市
関係機関
民間

△ ●
空家活用や中山間地域の振興等の地
域課題とビジネスを結びつける仕組
みづくりについて検討を進める。

甲賀ビジネスサポートセンターと密
に連携にするほか、ＪＡや観光協会
等の関係団体とも連携した取組みを
進める。

△

創業支援（観光）の推
進

起業するにあたって必要な情報や手続きなどを市内外に積極的に発
信するほか、情報提供やアドバイスを行うための相談機能の充実や
創業資金の確保等により、市内で起業に取り組む人々を支援しま
す。

市
関係機関

● →

甲賀市歴史文化都市構築事業補助金
の活用等により、観光事業者の起業
や観光産業の振興を図る。現在、整
備を進めている観光拠点との相乗効
果を高めるための取組みが必要。

2020年から運用が開始された甲賀ビ
ジネスサポートセンターと密に連携
にするほか、ＪＡや観光協会等の関
係団体とも連携した取組みを進め
る。

→

日本遺産の活用による
インバウンドの推進

日本遺産に認定された、「忍者」「信楽焼」を活用した情報発信に
より、海外からの誘客を推進します。

市
関係機関
民間

● →

関係市町とともに取組む日本遺産活
用事業により情報発信を進める。今
後、更なる地元の巻き込みや自走す
る仕組みが必要。

日本遺産を契機とした他市町や地元
と連携した取組みが持続できる仕組
みづくりを進める。

→

観光関連事業の支援
第２次甲賀市観光振興計画に基づき、多様な観光資源を活用した飲
食店や物販店などの観光産業に関わる事業所への支援を行います。

市
関係機関

● →

甲賀市歴史文化都市構築事業補助金
の活用等により、観光事業者の起業
や観光産業の振興を図る。現在、整
備を進めている観光拠点との相乗効
果を高めるための取組みが必要。

2020年に1次整備、2021年以降に2次
整備が計画されている観光拠点と事
業者とのネットワーク形成を関係団
体等との連携により進める。

→

観光拠点の整備 忍者を核とする観光拠点の整備を進めます。
市

関係機関
● →

観光拠点「甲賀流リアル忍者館」が
2020年11月22日にオープン。

観光拠点整備の効果を高めるため、
拠点周辺の2次整備に取り組み、地域
の観光の核となるネットワークを形
成する。

→

４．新たな産業
の創出と創業支
援

③．創業支援の強化

④．観光関連産業の
活性化
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実施主体
2019年度
（計画）

2020年度
（計画）

取組状況・課題等 今後の取組
2020年度
（現状）

計画

事業の概要主な事業施策基本目標

関係機関による一体的
な支援拠点の整備【再
掲】

中小企業の多様な経営課題に対応するための総合的な相談窓口とな
り、関係機関の支援ネットワークのハブ機能を有し、継続して支援
を行う支援拠点の整備を進めます。

市
関係機関

● →

2020年10月より運用が開始された甲
賀ビジネスサポートセンターや国県
等の支援機関との密な連携を進め
る。

2020年10月より運用が開始された甲
賀ビジネスサポートセンターや国県
等の支援機関との密な連携を進め
る。

→

経営資金の確保

現行の小口融資を引き続き実施し、適切な融資により企業の経営基
盤の安定化を目指します。
信用保証や各種融資・補助制度など、中小企業の経営支援のための
国や県及び各種団体の制度を有効に活用できるよう、情報を収集し
提供に努めます。

市
関係機関

● →

市内金融機関との連携により、小口
融資等の施策に取組む。2020年は新
型コロナウイルス感染症の影響によ
り信用保証については、例年の約100
倍以上の申し込み件数がある。

市内金融機関との連携により、小口
融資等の施策に取組むとともに、甲
賀ビジネスサポートセンター等の支
援機関とも連携した取組みを検討す
る。

→

域内調達と発注時期の
平準化

市全ての部局で調達に際して地域の事業者が積極的に参加できるよ
う配慮するとともに、計画的な事業経営ができるよう、公共事業等
の発注時期の平準化に努めます。

市 ● →
地域の事業者が公共入札に積極的に
参加できるよう、指名業者制度等を
運用する。

地域の事業者が公共事業等の入札に
積極的に参加できるよう、指名業者
制度等を運用する。

→

市内リフォーム需要の
喚起

地域経済の活性化を図りながら、少子化対策や定住を促進するた
め、市内でのリフォーム需要の喚起を図ります。

市
民間

● →

リフォーム事業補助金の活用によ
り、地域の事業者の活性化と定住人
口の維持・増加を図る。併せて、空
家活用や忍者活用を目的としたリ
フォーム支援を実施。

新型コロナウイルス感染症の影響に
よるリモートワークや移住等に対応
するリフォーム支援について検討す
る。

→

事業承継の促進
事業承継についての意識・意欲向上のため、ノウハウや成功事例な
どを情報提供するとともに、他の支援機関との連携を行い、円滑な
事業承継を促進します。

市
関係機関
民間

● →

2020年10月より運用が開始された甲
賀ビジネスサポートセンターや国県
等の支援機関との密な連携を進め
る。

2020年10月より運用が開始された甲
賀ビジネスサポートセンターや国県
等の支援機関との密な連携を進め
る。

→

中小企業間の連携推進

専門家の派遣等による、企業間のネットワーク構築と強化を図り、
市内企業の課題発見・解決に向けた取り組みや、経営資源の相互補
完を図るための同業種間での連携の促進、ものづくり中小企業の下
請け構造からの脱却を目指した共同受注体制の確立など、ビジネス
展開に向けた中小企業間の連携を推進します。

市
関係機関
民間

△ ●

2020年10月より運用が開始された甲
賀ビジネスサポートセンターや国県
等の支援機関との密な連携を進め
る。

2020年10月より運用が開始された甲
賀ビジネスサポートセンターや国県
等の支援機関との密な連携を進め
る。

△

①．中小企業の経営
支援

②．事業承継・事業
連携の推進
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実施主体
2019年度
（計画）

2020年度
（計画）

取組状況・課題等 今後の取組
2020年度
（現状）

計画

事業の概要主な事業施策基本目標

就労支援の強化
関係支援機関とも連携し、中小企業と求職者のマッチングを目指す
合同企業説明会や企業の人材確保をテーマとしたセミナー等を積極
的に紹介することにより、中小企業の人材確保を支援します。

市
関係機関

● →

湖南市と合同で就職面接会「ＪＯＢ
フェア」を開催。求人を出す企業の
参加は多数あるが、求職者を潤沢に
集めることが課題。

近隣大学への宣伝強化に加え、市内
の求職者に市内に働く場所が多数あ
ることを情報発信し、求職者の参加
増加を図る。

→

雇用機会の創出
観光産業やデザイン、コンテンツのクリエイティブ産業などの多様
な雇用機会の創出を図り、雇用のミスマッチ解消に取り組みます。

市
関係機関

△ ●

2020年10月より運用が開始された甲
賀ビジネスサポートセンターや国県
等の支援機関との密な連携を進め、
市内事業者の活性化を図るほか、市
内事業者と相乗効果の高い企業誘致
等を進める。

2020年10月より運用が開始された甲
賀ビジネスサポートセンターや国県
等の支援機関との密な連携を進め、
市内事業者の活性化を図るほか、市
内事業者と相乗効果の高い企業誘致
等を進める。

△

若者の定着促進

大学や高等学校、中学校、関係団体と連携し、学生や生徒に対し、
市内中小企業の魅力を発信するなど、市内中小企業と学生・生徒と
の相互理解を促進するための環境づくりを進め、若年人材の市内中
小企業への就職を促進します。

市
関係機関
民間
大学等

△ ●

市内に多くの就職先があることや魅
力的な事業所があることについて、
学生や学校に情報発信する仕組みが
必要。学校側の情報を受ける体制や
情報発信の手法も課題となってい
る。

魅力的な企業の情報収集と発信を行
う取り組みについて、関係団体等と
の連携による実施を検討する。

△

人材育成の支援

関係支援機関との連携により中小企業が抱える人材育成の課題に関
し、相談・援助を行うとともに、研修会を実施するなど中小企業の
人材育成を支援します。
次世代を担う子どもが、ものづくりの楽しさや科学の面白さ等を体
験することによる市のものづくり産業を担う人材の創出・育成につ
いて教育機関と連携し検討します。

市
関係機関
大学等

△ ●

企業のニーズの把握や関係支援機関
との役割分担等について整理が必
要。学校側の情報を受ける体制や情
報発信の手法も課題となっている。

企業ニーズの把握を進めるととも
に、連携可能な教育機関の掘り起し
を進める。

△

外国人材の確保
地域経済の活性化に資する外国人の受入を促進するため、外国人留
学生や高度外国人材等の活用を図るとともに、日本での就労資格を
持つ外国人のニーズに応じた就労促進を検討します。

市
関係機関

△ ●
企業ニーズの把握や外国人雇用を取
り巻く市内の課題について整理を進
める必要がある。

引き続き情報収集を進めるととも
に、市の体制整備や官民連携による
取組みについて検討を進める。

△

④．働き方改革・
ワークライフバラン
スの推進

ワーク･ライフ･バラン
スの推進

仕事と子育てや介護等が両立できる雇用環境づくりをはじめ、人材
の確保・定着や生産性の向上など、企業におけるワーク･ライフ･バ
ランスの取組を推進します。

市
関係機関
民間

● →

連続セミナーやアドバイザー派遣、
先進企業による事例発表などを実施
し、情報提供を行った。企業のワー
ク・ライフ・バランスへの取組みや
意識改革を更に進める必要がある。

引き続き、セミナーの開催やアドバ
イザー派遣などを実施し、企業にお
けるワーク･ライフ･バランス推進の
主体的な取組への支援を行う。

→

５．経営と雇用
の安定化

③．人材の育成・確
保支援
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実施主体
2019年度
（計画）

2020年度
（計画）

取組状況・課題等 今後の取組
2020年度
（現状）

計画

事業の概要主な事業施策基本目標

女性活躍の推進
働く場で「女性の力」を最大限に発揮できるよう、企業や団体との
連携により、ワーク･ライフ･バランスやイクボスを推進します。

市
関係機関
民間

● →
新たに市内企業19社がイクボス宣言
を行い、市内のイクボス宣言企業は
69社となった。

イクボス宣言企業が、定期的に情報
提供や交流できるネットワークの構
築を検討する。

→

女性の起業・キャリ
アップの促進

起業を目指す女性や女性従業員のキャリアアップを支援する市内の
企業・事業所、子育て中の女性に対し、資格取得にかかる経費の支
援や、各企業で女性の資格取得補助制度などキャリアアップ支援制
度の整備を促進します。

市
関係機関
民間

● →

こうか女性創業セミナー、女性の
チャレンジショップを開催し、女性
の起業を支援した。今後は、起業後
の伴走支援が必要である。
女性の資格取得補助制度により、市
内事業所に勤める女性従業員と子育
て中の女性のキャリアアップを支援
した。

2020年から運用が開始される甲賀ビ
ジネスサポートセンターや国県等の
支援機関と密に連携し、起業支援の
取組みを進める。
資格取得支援補助金の利用促進のた
め、制度設計の見直しを検討する。

→

女性の就労促進
女性の社会参画や就労生活を、就労相談・求人情報の提供・現場見
学など多方面から支援し、就業を支援します。

市
関係機関
民間

● →
託児付きの合同就職面接会やお仕事
セミナー、就労相談を実施し、働き
たい女性の就労支援を行った。

すぐに働きたい女性のためのハロー
ワークと連携した託児付きの職業紹
介を実施する。

→

高齢者の活躍促進
働く意欲を持つ高齢者が、その培ってきた経験や知識、技能を活か
し、活躍できる場の拡大に努めます。

市
関係機関
民間

● →
シルバー人材センターとの連携によ
る高齢者活躍を推進。

多様な人材の確保のため、シルバー
人材センターと連携して情報発信を
進める。

→

高齢者の就業機会の確
保

シルバー人材センターの活用等により、高齢者の多様な就業ニーズ
に応じた就業機会の確保を推進します。

市
関係機関
民間

● →
シルバー人材センターとの連携によ
る高齢者活躍を推進。

多様な人材の確保のため、シルバー
人材センターと連携して情報発信を
進める。

→

障がい者の活躍促進
障がい者の就労ニーズと企業の雇用ニーズのマッチングを行うな
ど、多様な就労ニーズに応じた雇用機会の確保を促進します。

市
関係機関
民間

● →
湖南市と合同で障がい者向けの就職
面接会を開催し、就労支援を推進。

多様な就労機会の確保のため、参加
企業や参加者を更に増やせるよう情
報発信を進める。併せて、先進的な
取り組みを進める市内事業所との連
携を進める。

→

⑤．女性・高齢者等
の活躍推進
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